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○桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 

平成21年５月26日告示第93号 

改正 

平成23年３月30日告示第69号 

平成24年３月29日告示第55号 

平成27年３月31日告示第73号 

令和４年３月31日告示第66号 

令和５年３月２日告示第46号 

桜井市既存木造住宅耐震改修事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、桜井市耐震改修促進計画に基づき、住宅の耐震化を促進し、もって

災害に強い、安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の耐震改修を行う所有者等

に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、必要な事項を定めるも

のとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「住宅」とは、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅（店舗等の

用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のも

のに限る。）を含む。）をいう。 

２ この要綱において「耐震診断」とは、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７

年法律第123号。以下「耐促法」という。）第４条第２項第３号に規定する技術上の指針

に基づき建築物の地震に対する安全性を評価する、木造住宅の耐震診断と補強方法（一

般財団法人日本建築防災協会制定）に規定する一般診断法、精密診断法（時刻歴応答計

算による方法を除く。）その他市長が適当と認める方法に基づき、木造住宅の耐震性に

ついて判定する診断をいう。 

３ この要綱において「耐震改修工事」とは、耐震診断の結果により、倒壊の危険がある

と判断された既存木造住宅の地震に対する安全性の向上を目的として実施する改修工事

をいう。 

４ この要綱において「耐震改修技術者」とは、次に掲げる技術者（その者が所属する建

築士法（昭和25年法律第202号）第23条第１項の登録を受けている建築士事務所又は建設

業法（昭和24年法律第100号）第２条第３項の建設業者を含む。）をいう。 



2/24 

(１) 建築士法第２条第１項の一級建築士、二級建築士又は木造建築士で、財団法人日

本建築防災協会が主催する木造住宅の耐震診断及び補強方法講習会の受講終了者 

(２) 奈良県木造住宅耐震診断員登録要綱（平成17年11月４日施行）第２条第２号の診

断員その他これに準ずる奈良県以外の都道府県知事等がそれぞれ定めるところにより

登録等された者 

(３) 前２号に掲げる者のほか、前２号の者と同等以上の技術を有すると市長が認めた

者 

（補助対象区域） 

第３条 補助の対象となる区域は、市内全域とする。 

（補助対象住宅） 

第４条 補助の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は、昭和56年５月31日

以前に着工した地階を除く階数が２以下の既存木造住宅で、耐震診断を受けたものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、過去にこの要綱の規定に基づき補助金を交付された住宅に

ついては、補助の対象としない。 

（補助対象者） 

第５条 補助の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者をする。 

(１) 耐震改修工事を行う補助対象住宅の所有者等 

(２) 市税等を滞納していない者 

(３) 次のいずれにも該当しない者 

ア 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77

号。以下この号において「法」という。）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下同じ。） 

イ 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又は暴力団員と社会的に避

難されるべき関係を有する者 

（補助対象工事） 

第６条 補助の対象となる耐震改修工事は、次に掲げる改修工事とする。 

(１) 耐震改修工事前の構造評点が1.0未満のものを、耐震改修工事後の全ての階の構造

評点を1.0以上の数値とする改修工事（以下「安全型改修工事」という。） 

(２) 耐震改修工事前の１階の構造評点が1.0未満のものを、耐震改修工事後の１階の構
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造評点を1.0以上の数値とする改修工事 

(３) 耐震改修工事前の構造評点が0.7未満のものを、耐震改修工事後の全ての階の構造

評点を0.7以上の数値とする改修工事 

(４) 耐震改修工事前の１階の構造評点が0.7未満のものを、耐震改修工事後の１階の構

造評点を0.7以上の数値とする改修工事 

（補助対象工事費及び補助金の額） 

第７条 補助対象工事費は、補助対象住宅の耐震改修工事のみに要した費用（一般管理費、

現場管理費及び共通仮設費を含む。）とし、補助対象工事費が500,000円以上である場合

に限り、補助金を交付する。 

２ 補助金の額は、補助対象住宅１棟当たり、500,000円又は補助対象工事費に５分の４を

乗じて得た額のいずれか低い額（1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。 

（補助金交付申請） 

第８条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、別に定める期

間内に、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類

を添えて、工事契約の締結前に市長に提出しなければならない。 

(１) 補助対象工事に係る耐震改修工事内訳書 

(２) 補助対象住宅の付近見取図及び写真（外観が分かるものを２枚以上とする。） 

(３) 現状配置図及び平面図 

(４) 補助対象住宅が昭和56年５月31日以前に着工したことを証する書面 

(５) 補助対象住宅の所有者等が確認できる書類 

(６) 耐震改修前の耐震診断報告書の写し 

(７) 耐震改修計画書 

ア 耐震補強設計図書 

イ 耐震改修工事工程表 

ウ 耐震改修技術者による設計内容確認書（第２号様式） 

改修前の構造評点から改修後の構造評点が確認できる書類 

(８) 耐震改修技術者であることを証する書類 

(９) 工事監理者選任報告書（第３号様式） 

(10) 市税等納付状況及び暴力団員等該当状況の確認承諾書（第４号様式） 
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(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金交付決定等） 

第９条 市長は前条の規定により申請書を受理したときは、申請の内容を審査し、適当と

認めた場合は、補助金の交付を決定し、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付決定通知

書（第５号様式）により、当該申請者に通知するものとする。この場合において市長は、

助成の目的を達成させるために必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、審査の結果、申請を不適当と認めこれを却下するときは、既存木造住宅耐震

改修事業補助金不交付決定通知書（第６号様式）により、申請者に通知するものとする。 

（工事の着手） 

第10条 前条第１項の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」とい

う。）は、工事を着手した際、直ちに既存木造住宅耐震改修事業着手届（第７号様式）

を市長に提出しなければならない。 

（工事の変更等） 

第11条 交付決定者は、第８条に規定する補助金交付申請の内容を変更しようとするとき

は速やかに市長と変更協議をしなければならない。 

２ 前項の変更協議において、補助金の額に変更が生じる場合は、既存木造住宅耐震改修

事業補助金交付変更申請書（第８号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、前項の規定による変更申請を受理したときは、変更申請の内容を審査し、適

当と認めた場合は、既存木造住宅耐震改修事業補助金変更交付決定通知書（第９号様式）

により、交付決定者に通知するものとする。 

（中間工程の報告） 

第12条 交付決定者は、耐震改修工事を施行している間に、既存木造住宅耐震改修事業中

間工程報告書（第10号様式）に耐震改修技術者による中間工程確認書（第11号様式）及

び工事写真その他市長が必要と認める書面を添付し、市長へ提出しなければならない。

この場合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。 

２ 既存木造住宅耐震改修事業中間工程報告書の提出時期は、市長と交付決定者で協議し

て決定するものとする。 

（工事完了報告） 

第13条 交付決定者は、耐震改修工事完了後早急に、既存木造住宅耐震改修事業完了報告

書（第12号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場
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合において、市長は、必要に応じて現場で検査を行うことができる。 

(１) 耐震改修技術者による完了検査確認書（第13号様式） 

(２) 工事竣工図面 

(３) 耐震改修工事の工事写真 

(４) 耐震改修工事契約書の写し 

(５) 耐震改修工事精算書（最終の耐震改修工事内訳書をいう。） 

(６) 耐震改修工事に要した支払い領収書の写し 

(７) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第14条 市長は、既存木造住宅耐震改修事業完了報告書を受理したときは、報告書の内容

を精査するものとする。 

２ 市長は、耐震改修工事が適正に行われたと認めるときは、補助金の額を確定し、既存

木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書（第14号様式）を交付決定者に通知する

ものとする。 

（補助金の請求） 

第15条 交付決定者は、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付額確定通知書を受理したと

きは、既存木造住宅耐震改修事業補助金交付請求書（第15号様式）を市長に提出し、補

助金の支払いを請求するものとする。 

（補助金の交付） 

第16条 市長は、前条の規定による補助金の請求があったときは、その内容を審査し、適

当と認めるときは当該請求者に対し補助金を交付するものとする。 

（補助金交付決定の取消し） 

第17条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、既存木造住宅耐震

改修事業補助金交付決定取消し通知書（第16号様式）により、補助金の交付決定を取り

消すことができる。 

(１) 偽りその他不当な手段により補助金の交付を受けたとき又は受けようとしたとき。 

(２) 補助金の交付決定の内容又は市長が付した条件に違反したとき。 

(３) 前２号に掲げる場合のほか、交付決定者に補助金を交付することが適当でないと

認めたとき。 

（補助金の返還） 
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第18条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、すでに

補助金を交付しているときは、交付決定者に対して補助金返還命令書（第17号様式）に

より、当該補助金の返還を求めるものとする。 

２ 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還

しなければならない。 

（その他） 

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成23年３月30日告示第69号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第８条第２項の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金につい

て適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（平成24年３月29日告示第55号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の第６条及び第８条第２項の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補

助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年３月31日告示第73号） 

この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月31日告示第66号抄） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、改正前の第１条から第82条までの規定により作成されている申

請書等の用紙で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。 

附 則（令和５年３月２日告示第46号） 
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この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
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